
○　主文
一　本件訴えを却下する。
二　訴訟費用は原告の負担とする。
○　事実及び理由
第一　請求の趣旨
被告が平成四年九月一一日付けで通知（健政発第五八九号）した埼玉医学技術専門
学校（仮称）に係る柔道整復師養成施設の設置計画を承認しない旨の処分を取り消
す。
第二　事案の概要
一　本件は、原告が提出した柔道整復師養成施設の設置計画書について、被告が右
設置計画を承認しない旨通知したことから、これを不服とする原告が、右不承認は
違法な行政処分であるとして、その取消しを求めた訴訟であり、被告の右不承認が
取消訴訟の対象となる行政処分に当たるかどうかが争われたものである。
二　争いのない事実
１　原告は、柔道整復師養成施設である埼玉医学技術専門学校（仮称）（「以下
「本件施設」という。）の設立準備委員会である権利能力なき社団である。
２　柔道整復師法（以下「法」という。）一二条によれば、柔道整復師試験の受験
資格は、大学に入学することのできる者で、三年以上、文部大臣の指定した学校又
は被告の指定した柔道整復師養成施設において解剖学、生理学など柔道整復師とな
るのに必要な知識及び技能を修得したものとされている。
そして、右柔道整復師養成施設（以下「養成施設」という。）の指定を受けるため
には、設置者が、その所在地の都道府県知事を経由して、被告に対し、申請書等を
提出しなければならないものとされており（柔道整復師学校養成施設指定規則（以
下「本件規則」という。）二条）、さらに、「柔道整復師養成施設指導要領」（平
成元年九月二九日付け健政発第五二五号各都道府県知事宛厚生省健康政策局長通
知。以下「本件指導要領」という。）によれば、養成施設を設置しようとする者
は、右指定申請に先立って、所定の事項を記載した養成施設設置計画書（以下「設
置計画書」という。）を、都道府県知事を経由して被告に提出することとされてい
る。
３　原告は、埼玉県内において養成施設を設置することを計画し、本件指導要領に
従って、本件施設の設置計画書等を作成し、平成四年五月一五日、埼玉県知事を経
由して被告に提出した。
４　被告は、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等審議会（法二
五条）に諮問したところ、同審議会は、平成四年六月一七日、原告の本件施設の設
置計画（以下「本件計画」という。
）を認めることは適当ではないとの意見を被告に提出した。
５　被告は、右審議会の意見を受けて、本件計画を承認しないこととし、平成四年
九月一一日付けで、原告にその旨を通知した（以下「本件不承認」という。）。
６　原告は、平成四年一一月一九日、被告に対し、本件不承認について異議申立て
をしたが、被告は、平成五年六月二三日、実体判断をしたうえで右申立てを棄却
し、同年七月八日、原告にその旨を通知した。
三　争点
本件不承認は、行政事件訴訟法三条二項に定める取消訴訟の対象となる行政庁の処
分その他公権力の行使に当たる行為（以下「行政処分」という。）であるかどう
か。
四　争点に関する当事者の主張
（被告）
本件指導要領に定める設置計画書の提出は、養成施設を設置しようとする者に、予
め、設置計画についての基本的な事項を提出させることにより、その後の指定の申
請に係る審査の円滑化、迅速化を図るとともに、設置計画書の提出者に、設置計画
に関する行政上の一応の指針を示してその便宜を図ることを目的として行う行政指
導の一形態であって、本件規則二条所定の指定の申請手続とは別個のものである。
そして、本件不承認は、あくまで本件計画に対する被告の見解を示したものであっ
て、養成施設の指定について判断したものではなく、本件不承認がされたからとい
って、原告が養成施設の指定の申請をすることができなくなるものでもない。した
がって、本件不承認は、原告の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものでは
なく、取消訴訟の対象となる行政処分に当たらないから、本件訴えは不適法であ
る。



１　設置計画書の提出手続と養成施設の指定の申請手続とでは、ともに施設の所在
地の都道府県知事を経由して被告に対し行うものとされているほか、添付書類の記
載事項も大部分共通しており、また、指定申請書の記載事項となっている事項につ
いては、事実上、設置計画書の提出の段階において当該事項を記載した書類の提出
を求められ、これを提出しているのである。そして、被告は、設置計画の審査の段
階で、実際上は、指定申請についての審査も行っているのであり、設置計画が承認
されさえすれば、そのまま指定申請に対する指定がされているのである。このよう
に、設置計画の承認・不承認と指定申請に対する指定・不指定の処分とは、一体の
ものととらえるべきであり、本件不承認も取消訴訟の対象となり得ると解すべきで
ある。
現に、被告は、本件不承認に対する原告の異議申立てについて、行政処分に当たる
ことを前提として、その適否について実体判断を行ったうえ、これを棄却してお
り、被告自らも本件不承認が行政処分に当たることを認めていたものである。
２　被告が本件計画を不承認とした以上、原告が指定の申請をしたとしても、指定
が拒否されることは明らかである。このような場合に、改めて指定申請、拒否処
分、異議申立てという手続を経て、新たに指定拒否処分の取消しの訴えを提起しな
ければ、紛争が解決できないとすることは迂遠であり、紛争の一回的解決という要
請に反するものであって、本件施設の指定をめぐる紛争は、本訴によって終局的に
解決すべきである。
第三　争点に対する判断
一　行政事件訴訟法三条二項に定める取消訴訟の対象となる行政処分とは、行政庁
が優越的な地位に基づき公権力の行使として行う行為であって、国民の権利義務又
は法律上の利益に直接影響を及ぼすものをいうと解するのが相当である。
二　原本の存在及び成立に争いのない乙第一号証の五によれば、本件指導要領は、
養成施設の指定及び指導に関する行政上の指針を明らかにしたものであり、養成施
設を設置しようとする者は、養成施設の名称、位置、設置予定年月日、入学予定定
員などを記載した設置計画書を授業開始予定日の一年前までに被告に提出するもの
とし（同要領の１）、また、養成施設の指定の申請は、右設置計画書の提出とは別
に、遅くとも授業を開始しようとする日の六か月前までに被告に対して行うこと
（同要領の２）と定めていることが認められる。
右設置計画書の提出及び指定の申請は、いずれも設置予定地の都道府県知事を経由
して行うものとされてはいるが、右のとおり、設置計画書の提出は、指定の申請に
先立って行われるもので、指定の申請行為とは別の手続であり、いわばその準備的
な手続としての意味を有するものと解される。しかし、法はもとより本件規則に
も、指定の申請とは別に、右のような事前の手続を定めた規定は存在しておらず、
設置計画書の提出は、本件指導要領によって初めて定められたものであり、いわゆ
る行政指導の一環として、養成施設を設置しようとする者に対し設置計画の内容の
報告を求めることとした事実上の手続とみるのが相当である。すなわち、本件指導
要領は、養成施設を設置しようとする者から設置計画の概要を提出させることによ
って、被告が、設置計画の段階でその計画の内容を事実上検討し、予め不適切な施
設を設置することを防止するとともに、指定申請の審査の円滑化・迅速化を図るこ
となどを意図したものであり、設置計画書の提出は、具体的な法令の根拠に基づか
ない、いわゆる行政指導の一環として行われる事実上のものに過ぎないということ
ができる。
右のとおり、設置計画書の提出が行政指導として事実上行われる指定申請の準備的
な手続であることからすれば、設置計画書の提出は、指定の申請をするための法律
的な要件でないことはもとより、仮に被告がその設置計画を承認したとしても、そ
のことは、事実上、提出者に将来指定を受けられるであろうとの期待的な地位を与
えるにとどまり、それ以上に何らかの権利ないし法律上の利益を設定、付与するも
のではない。とすれば、設置計画書の提出者は、たとえ被告から当該設置計画を承
認されなかったとしても、これによって、その権利又は法律上の地位が侵害される
ということはなく、また、指定の申請をすることを妨げられるものでもないという
ことができる（結局、被告の設置計画に対する承認、不承認は、具体的な法令の根
拠に基づかない事実上の意見の表明ないし勧告といったものに過ぎない。）。
そうすると、本件不承認は、原告の権利義務又は法律上の利益に特段の影響を及ぼ
すものとはいえないから、取消訴訟の対象となる行政処分には当たらないというべ
きである。
三　ところで、原告は、設置計画の承認・不承認と指定申請に対する指定・不指定



の処分とは一体のものであり、本件不承認も取消訴訟の対象となり得ると解すべき
である旨主張する。確かに、事実上、設置計画が承認されれば、指定の申請も認め
られる可能性が高いであろうし、逆に、設置計画が不承認とされれば、指定の申請
をしても拒否される可能性が高いといえるであろうが、そのことは、あくまでも事
実上のものに過ぎないのであって、両者の間に右のような事実上の関係があるから
といって、右承認・不承認が何らかの法律上の効果を有していることになるわけで
はなく、本件不承認をとらえて取消訴訟の対象となる行政処分に当たるということ
はできず、原告の右主張は失当である。なお、被告は、原告の異議申立てについ
て、本件不承認が不服申立ての対象となる処分であることを前提に実体判断を行っ
ているが、行政不服審査において実体判断が行われたことと、その行為が取消訴訟
の対象となる行政処分に当たるかどうかということとは、別個の問題であり、右の
点は本件不承認の行政処分性を否定することの妨げとなるものではない。
また、原告は、本件不承認がされた以上、指定の申請をしても拒否されるであろう
ことは明らかであるから、新たに指定の申請を行って、その拒否処分の取消しの訴
えを提起しなければならないとすることは、紛争の一回的解決の要請に反する旨主
張する。しかしながら、既に説示したとおり、設置計画の承認・不承認は、単なる
行政指導上の措置に過ぎず、原告の法律上の地位に影響を与えるものではないので
あるから、仮に本訴において本件不承認が取り消されたとしても、原告は何らの権
利、利益も回復するものではなく、原告が本件施設について被告の指定を受けるた
めには、改めて指定の申請をしなければならないし、これに対し被告はその指定を
拒否することもできるのであって、結局、本訴によっては、本件施設の指定を巡る
紛争は何ら解決されないというべきであり、紛争の一回的解決をいう原告の主張は
失当というほかない。
四　以上のとおり、本件訴えは不適法であるからこれを却下することとし、主文の
とおり判決する。
（裁判官　佐藤久夫　橋詰　均　武田美和子）


